
営業の自由と不正競争

職業選択の自由

営業の自由 財産権の保障

経済活動の自由
の基本となる原理

憲法第22条第1項

憲法第29条

不正競争防止法



営業の自由と不正競争

営業の自由

社会

成果を導く前提：

事業者間

公正な競争が
行われていること

成果

市 場
個々の
事業者

創意工夫による自由
で活発な競争を展開

適正な資源
配分

合理的価格
形成



営業の自由と不正競争

競争の名の下に

時として不正競争が行われることがある

放 置

他人の努力の成果を一方的に横取り：
不正行為の見逃し

社会全体の公正な競
争秩序阻害不正競争の抑止

不正競争防止法 昭和10
年1月1日施行



経済法・競争法体系での位置づけ
• 事業活動における行動基準・ルールとして

独占禁止法（ 私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律）

「公正且つ自由な競争を促進し、・・・・一般消費者
の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健
全な発展を促進すること」を目的（1条）

競争阻害性を有する行為を、行政の手で

不正競争防止法

私法上の請求権として不正競争行為を規律



知的財産権法体系での位置づけ

• 知的財産権法との共通点

☆創造的活動の成果又は営業上の信用：先行者の成果物
フリー・ライドを規制

☆損害賠償 差止め

• 相違点 知的財産権法 不正競争防止法

登録・物権型 ⇔ 非登録・行為規制型

権利侵害 ⇔ 違法性が認められる行為類型

不正競争防止法

目的：工業上、商業上の公正な慣習に反する行為を規制

その規制を通じて → 知的財産の不正な侵害 保護



知
的
財
産

創造的活動の成果

営業活動上の信用

企業秘密

考案・・・実用新案法

意匠・・・意匠法

著作物・・・著作権法

半導体集積回路の回路配置・・・・回路配置法

ドメイン名・・・不正競争防止法

発明･･･特許法

植物新品種・・・種苗法

商品の形態・・・不正競争防止法

デジタルコンテンツ・・・著作権、（不正競争防止法）

商標・・・商標法

商号･･･商法、（不正競争防止法）

商品表示・営業表示・・・不正競争防止法

営業秘密・・・不正競争防止法

秘密一般・・・一般法

創作的知的財産
の保護

公正で自由な経済
秩序を保つための
知的財産の保護



産業財産権法と不正競争防止法
• 敗訴リスクの低減

請求原因として両方を提起

不競法 勝訴 産業財産権法で非侵害

逆もあり

• 費用の節約・期間の短縮

不競法：登録不要 侵害後直ちに訴訟提起

審査登録費用節約

• 訴訟上の攻撃方法の多様化

産業財産権法：権利範囲が特定 絶対的効力

不競法：幅広く捕捉できる 効力は相対的

不競法事件の大幅増加 66件（H３） → 165件（H15)

特許・実用 132件 216件



一般法との関係
• 民法（709条） 不法行為責任

不法行為一般を救済の対象
不正競争防止法

規律する不正競争行為を限定的に列挙

知的財産（権利として登録されているいないにかか
わらず）
故意又は過失により侵害されて損害を被った場合

民法の不法行為の救済対象

民法 709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護さ
れる利益を侵害した者は、これによって生じた損害
を賠償する責任を負う。



法の目的（1条）

「国民経済の健全な発展に寄与すること」

「事業者間の公正な競争」

及び

「これに関する国際的約束

の的確な実施」

を「確保」するため

不正競争

②損害賠償

①防止



不正競争行為類型
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周
知
な
商
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商
品
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④
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業
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密
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技
術
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を
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⑪
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員
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賄

刑事的措置あり 刑事的措置のみ



措置の内容

刑事的措置

罰則（14条）

3年以下 → 5年以下

300万円以下の罰金

→ 500万円以下の罰金

法人処罰（15条）

④営業秘密侵害にも

1億500万円以下の罰金導入

3億円以下の罰金 ①⑦⑩⑪

①④⑦⑩⑪

②③にも

②著名表示冒用③商品形態模倣

④営業秘密の侵害

民事的措置
差止請求権（3条）

損害賠償請求権（4条）

手続：被害救済、損害立証の容易化

損害額の推定

具体的態様の明示義務

書類の提出等

損害計算のための鑑定

相当な損害額の認定

信用回復の措置



（２）外国国旗等の無断使用行為

外国国旗、国の紋章、国際機関の標章等を商標等として、外国
政府等の許可を受けずに使用することを禁止する。

（３）外国公務員贈賄

国際的な商取引に関して、「営業上の不正の利益を得るため」に
「その職務行為についての作為・不作為をさせ、あるいはその地位
を利用して他の外国公務員等についての作為・不作為をさせること
を目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申し込みや約
束をすることを禁止する。

（１）不正競争の類型

⑧信用毀損行為

競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布

する行為 フレッドペリー事件



適用除外（第1９条）

商品及び営業の普通名称・慣用表示の普通に用いら
れる方法での使用

自己の氏名の不正の目的でない使用

周知性・著名性獲得以前からの不正の目的でない先
使用

日本国内において最初に販売された日から3年経過商
品についての模倣商品の使用

模倣商品の善意取得者保護

営業秘密の善意取得者保護

試験又は研究のために用いられる装置等の譲渡等



周知表示混同惹起行為（2条1項1号）

「商品等表示」

他人の商品・営業の表示

表示が自他識別機能又は出所識別機能を備えて
いること

普通名称 該当しない

「周知」 需要者間に広く認識

日本全国である必要なし

VOGUE、マイクロダイエット、ファイアーエンブレム
（TVゲーム）、Levi’sジーンズの弓形刺繍

他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識さ
れているものを使用し、又は使用した商品を譲渡等し、
その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為



「他人の商品等表示」
周知表示混同惹起行為（2条1項1号）

①人の業務に係る氏名
②商号
③商標
④標章
⑤商品の容器・包装
⑥その他の商品表示又は営業表示

例示列挙
商品の形態も商品等表示として認識される

ルービックキューブ事件

「商品・営業」
無体物も含まれる 金融商品・プログラムなど



同一若しく
は類似

使 用

出所の混同を
生じるか否か

具体的な使用の状態

取引者
又は

需要者

両表示の外観、呼称
又は概念に基づく印
象、記憶、連想等

全体的に類似のも
のと受け取るおそ
れがあるか否か

又は

使用した商品を

譲渡し、引き渡し

譲渡若しくは引渡しのために展示

輸出

輸入 若しくは

「電気通信回線を通じた提供」

同一若しくは類似の商品等表示を使用し又は・・・・

周知表示混同惹起行為（2条1項1号）



知的財産法の効力 日本国内に限定

不正競争防止法 知的創作を保護するのでは
なく、不正競争行為を規制

→

日本国内から外国への輸出に対しても

適用される

周知表示混同惹起行為（2条1項1号）

輸出：模倣品対策



混 同

現実に混同の結果が生じなくても、
混同の惧れをもたらせればたりる

両者間に競争関係がある必要なし

保護のための要件

表示：出所表示機能具備 かつ

周知性を獲得している営業活動の
具体的事実

保護の持続：

これらの要件を常時維持するための企業・商品の信頼性確立

and

特別顕著性確保 のため

広告・宣伝・品質管理・販売活動において絶えざる企業努力

他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

周知表示混同惹起行為（2条1項1号）



著名表示冒用行為（2条1項2号）
他人の商品・営業の表示として著名なもの

自己の商品・営業の表示として使用 「同一又は類似」のもの

冒用によって混同が生じるかどうかは問わない

類型

フリーライド

ダイリューション

ポリューション

保護の特徴

登録不要

非類似の商品・サービスの類似の商品等表示に対して保護

（商標権、防護商標との相違）



対象 使用対象 指定商品又は役務
（使用商品等表示）

表示対象 類似性 同一 類似 非類似

使用権 禁止権 禁止権
（混同を生じさせる
おそれがあるもの）

著名表示 著名表示 著名表示

著名表示 著名表示

（混同
を生じ
ない）

非類似 × × ×

禁止権 禁止権 著名表示

登録不要

「混同」：要件ではない

類似

同一

防
護
登
録
商
標

著
名
表
示
冒
用
行
為

登
録
商
標



ダイリューション

表示の表示力、広告力が拡散
価値の毀損

冒用者が増えれば、
表示のユニークさは稀釈

フリーライド

特に、表示が著名、ユ
ニークで良いイメージ

特別の顧
客吸引力

冒 用



ポリューション

高級イメージ定着の商品・営業表示

低俗ないし低価値の商品や営業に冒用

表示の高級イメージは汚染

2号：「同一又は類似」が要件

「混同を生じさせる」点は要件となっていない



商品形態模倣行為（改正前）

最初に販売された日から起算して

3年以内の

他人の商品の形態を模倣する行為

先行開発者の成果 デッドコピー
競争上の不公正

1号 商品等表示混同惹起 商品形態が商品表示としての機
能を備えるに至っていない場合
は規制対象外

商品化のためのコストや
リスクを大幅に軽減

先行者の市場先行のメ
リットを著しく減少



商品形態模倣行為（改正後）
他人の商品の形態を模倣する行為

適用除外

譲り受けた時に模倣品であることを重大な過失なく
知らなかった者による譲渡等、並びに

発売から3年を経過した商品を模倣した商品、及び

その商品において通常有する形態を模倣した商品
の譲渡等

1号 商品等表示混同惹起
商品形態が商品表示としての機
能を備えるに至っていない場合
は規制対象外



「商品の形態」

需要者が通常の用法に従った使用
に際して知覚によって認識すること
ができる商品の外部及び内部の形
状並びにその形状に結合した模様、
色彩、光沢及び質感をいう

第2条第4項（追加）



模 倣

既に存在する他人の商品の形態をま
ねてこれと同一または実質的に同一
の形態の商品を作り出すこと

（ドラゴンソードキーホルダー事件による）

商品において通常有する形態を模倣した商品の

譲渡等は除かれる

日本国内から外国への輸出に対しても適用される

「模倣する」とは、他人の商品の形態に
依拠して、これと実質的に同一の形態
の商品を作り出すこと（第2条第5項）



営業秘密に係る不正行為

営業秘密＝トレードシークレット、企業秘密

ノウハウ ≧ 営業秘密



営業秘密に係る不正行為

商品分析で内容を
知ることが困難

極めて模倣さ
れやすい

模倣の発見
が困難

もともと、産業財
産権による保護
になじまない

公開前提の産業財産
権制度になじまない

顧客名簿など

秘密にすることが開発
のインセンティブ

開発者が相応の努
力を払って秘密管
理をしている場合

秘密管理体制を突
破する行為を禁止

インセンティブ
を法的に担保



営業秘密に係る不正行為
営業秘密として保護を受けるためには
① 秘密管理性
秘密管理されていない情報は遅かれ早かれ他に知られる
情報：管理されていないと自由に流通する性質

当初の形態を保持せず、諸々の情報が混入して出回ることにより出所
源が不明に

② 有用性
財産的価値がある ⇒ 秘密管理
秘密管理体制を突破しようとする者

⇒ 秘密に価値があると信じているから
③ 非公知性

公然と知られている情報：秘密管理していても保護すべき財産的価値ない
一般に知られた情報に保護 ⇒ 情報の自由な利用を妨げる

「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販
売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、
公然と知られていないものをいう。」（第2条第4項）



不正取得・使用・開示

第2条第1項第4号
窃盗、詐欺、脅迫その他の不正の手段により
営業秘密を取得する行為（以下「不正取得行
為」という。）又は不正取得行為により取得し
た営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
（秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含
む。以下同じ。）



不正競争防止法と個人情報保護法
個人情報保護法 不正競争防止法

保
護
対
象

客体

受益者

個人情報データベース等を構
成する個人情報

生存する個人

営業秘密（秘密管理性、有用性、
非公知性）

営業秘密を保有する事業者

規
制
対
象

客体

行為

個人情報取扱事業者（５０００
件以上）

個人情報の利用目的の特定

目的外利用の禁止

不正取得の禁止

取得に際しての利用目的の通知

など

すべての者

不正取得及び使用・開示の禁止

回
復
措
置

損賠・差止

刑事罰

行政措置

×

△（行政機関からの命令に違反し
た場合）

○（勧告、命令）

○（民事訴訟による）

○

×



ドメイン名の不正取得

• 「サイバースクワッティング」

他人の氏名、商標、商号等と同一・類似の文字列に
ついて、先にドメイン名を申請して登録を受け、その
他人に対して高額での買い取りを持ちかけて困らせ
る行為

• 「フィッシング」

他人と同一・類似の文字列のホームページへのアク
セスを求めるメールを不特定多数に送付する行為

ドメイン名は周知・著名の必要なし

図利加害目的で、他人の商品・役務の表示と同一・類似のド
メイン名を使用する権利を取得・保有又はそのドメイン名を使
用する行為



「図利加害目的」

不正の利益を得る目的

他人に損害を加える目的

他人の特定商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、
商標、標章、その他の商品又は役務を表示するも
のをいう。）

「ドメイン名」

インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別す
るために割り当てられる番号、記号又は文字の組
合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又
はこれらの結合をいう。



虚偽の原産地、品質等の表示（13号）

商品、役務やその広告等に、その原産地、内容
等について誤認させるような表示をする行為

信用毀損行為（14号）

競争関係にある他人の信用を害する虚偽の
事実を告知し、又は流布する行為

秘密ではないものも含む
広い概念での使用あり
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